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（加入承認の申請）

　第1章　総則 　第8条　第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするとき

（目的） 　　　　は、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この

　第1条　この生活協同組合（以下「組合」という。）は、 　　　　組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなけれ

　　　　協同互助の精神に基づき、組合員の保健衛生、福祉及 　　　　ばならない。

　　　　び生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的と 　　2　　この組合は、理事会において前項の申請を承認したとき

　　　　する。 　　　　は、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。

（名称） 　　3　　前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをし

　第2条　この組合は、医療生協かながわ生活協同組合という。 　　　　なければならない。

（事業） 　　4　　第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込

　第3条　この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業 　　　　みをしたときに組合員となる。

　　　　を行う。 　　5　　この組合は、組合員となった者について組合員証を作成

　（1）組合員に対する医療に関する事業 　　　　し、その組合員に交付するものとする。

　（2）高齢者、障害者等の福祉に関する事業であって組合員に （届出の義務）

　　　利用させるもの 　第9条　組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏

　（3）組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用 　　　　名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を組合

　　　させる事業 　　　　に届け出なければならない。

　（4）組合員の生活改善及び文化の向上を図る事業 （自由脱退）

　（5）組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を 　第10条　組合員は、事業年度の末日（3月31日）の90日前までに

　　　図る事業 　　　　　この組合に予告し、当該年度の終わりにおいて脱退する

　（6）前各号の事業に附帯する事業 　　　　　ことができる。

（区域） 　　2　　この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間

　第4条　この組合の区域は、横浜市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、 　　　　行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、

　　　　小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、秦野市、厚木市、大和市、 　　　　理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりに

　　　　伊勢原市、南足柄市、綾瀬市、高座郡寒川町、中郡 　　　　おいて当該組合員は脱退するものとする。

　　　　大磯町・二宮町、足柄上郡中井町・大井町・松田町・ 　　3　　前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうと

　　　　山北町・開成町、足柄下郡箱根町・真鶴町・湯河原町 　　　　するときは、この組合は事前に当該組合員に対する年1回

　　　　の地域とする。 　　　　以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による

（事務所の所在地） 　　　　住所の変更届出の催告をしなければならない。

　第5条　この組合は、事務所を神奈川県横浜市戸塚区内に置く。 　　4　　第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、そ

　　　　の結果について総代会に報告するものとする。

　第2章　組合員及び出資金 （法定脱退）

（組合員の資格） 　第11条　組合員は、次の事由によって脱退する。

　第6条　この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合 　（1）組合員たる資格の喪失

　　　　員となることができる。 　（2）死亡

　　2　　この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業 　（3）除名

　　　　及び施設を利用することを適当とするものは、この組合の （除名）

　　　　承認を受けて、この組合の組合員となることができる。 　第12条　この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当すると

（加入の申込み） 　　　　　きは、総代会の議決によって、除名することができる。

　第7条　前条第1項に規定する者は、組合員になろうとするときは、　（1）3年間この組合の事業又は施設を利用しないとき

　　　　この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口 　（2）供給物資の代金又は利用料の支払いを怠り、催告を受けて

　　　　数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しな 　　　もその義務を履行しないとき

　　　　ければならない。 　（3）この組合の事業を妨げ又は信用を失わせる行為をしたとき

　　2　　この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、　　2　　前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前

　　　　前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理 　　　　までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ

　　　　由があると議決した場合は、この限りでない。 　　　　総代会において弁明する機会を与えなければならない。

　　3　　この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現 　　3　　この組合は、除名の議決があったときは、除名された組

　　　　在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さ 　　　　合員に除名された理由を明らかにして、その旨を通知する

　　　　ないものとする。 　　　　ものとする。

　　4　　第1項の申込みをした者は、第2項ただし書きの規定によ （脱退組合員の払戻し請求権）

　　　　り、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項 　第13条　脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、そ

　　　　の申込みを受理したときに組合員となる。 　　　　　の払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することがで

　　5　　この組合は、組合員となった者について組合員証を作成 　　　　　きる。

　　　　し、その組合員に交付するものとする。
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　（1）第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の 　　3　　総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの

　　　事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額 　　　　間は、その職務を行うものとする。

　（2）第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額 （総代名簿）

　　　の2分の1に相当する額 　第50条　理事は、総代氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を

　　2　　この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を 　　　　　作成し、組合員に周知しなければならない。

　　　　完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止すること （通常総代会の招集）

　　　　ができる。 　第51条　通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招

　　3　　この組合は、事業年度の終わりにあたり、この組合の財 　　　　　集しなければならない。

　　　　産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項 （総代会の招集手続）

　　　　の払戻しを行わない。 　第54条　総代会の招集者が総代会を招集する場合には、総代会の

（出資） 　　　　　日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければ

　第14条　組合員は、出資１口以上を有しなければならない。 　　　　　ならない。

　　2　　１組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員　　2　　前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会

　　　　の総出資口数の100分の1とする。 　　　　の議決によらなければならない。

　　3　　組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの　　3　　総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会

　　　　組合に対抗することができない。 　　　　の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載

　　4　　組合員の責任は、その出資金額を限度とする。 　　　　した書面をもってその通知を発してしなければならない。

（出資１口の金額及びその払込み方法） 　　4　　通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるとこ

　第15条　出資１口の金額は、500円とし、全額一時払込みとする。　　　　ろにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係

（出資口数の増加） 　　　　書類及び事業報告書（監査報告を含む）を提供しなけれ

　第16条　組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数 　　　　ばならない。

　　　　　を増加することができる。 （総代会提出議案・書類の調査）

（出資口数の減少） 　第55条　監事は、理事が総代に提出しようとする議案、書類その

　第17条　組合員は、やむを得ない事由があるときは、事業年度の 　　　　　他法令で定めるものを調査しなければならない。この場

　　　　　末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの 　　　　　合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不

　　　　　組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数 　　　　　当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代

　　　　　を減少することができる。 　　　　　会に報告しなければならない。

　　2　　組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の100分の （総代会の議決事項）

　　　　1を超えたときは、100分の1以下に達するまでその出資口 　第57条　この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総

　　　　数を減少しなければならない。 　　　　　代会の議決を経なければならない。

　　3　　出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ず 　（1）定款の変更

　　　　る払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することがで 　（2）規約の設定、変更及び廃止

　　　　きる。 　（3）解散及び合併

　（4）毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更

　第4章　総代会及び総会 　（5）出資1口の金額の減少

（総代会の設置） 　（6）事業報告書及び決算関係書類

　第44条　この組合に、総会に代わるべき総代会を設ける。 　（7）連合会及び他の団体への加入又は脱退

（総代の定数） （議決権及び選挙権）

　第45条　総代の定数は、250人以上300人以内において総代選挙 　第60条　総代は、その出資口数の多少にかかわらす、各1個の議

　　　　　規約で定める。 　　　　　決権及び選挙権を有する。

（総代の選挙） （議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使）

　第46条　総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員の 　第63条　総代は、第54条第4項の規定によりあらかじめ通知のあ

　　　　　うちから選挙する。 　　　　　った事項について、書面又は代理人をもって議決権及

（総代の補充） 　　　　　び選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなけ

　第47条　総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選 　　　　　れば代理人となることができない。

　　　　　挙規約の定めるところによる。

（総代の職務） 　第6章　会計

　第48条　総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、 （事業年度）

　　　　　誠実にその職務を行わなければならない。 　第70条　この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日ま

（総代の任期） 　　　　　でとする。

　第49条　総代の任期は１年とする。ただし、再選は妨げない。 （財務処理）

　　2　　補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者 　第71条　この組合は、法令及びこの組合の経理に関する規則の定

　　　　の残任期間とする。 　　　　　めるところにより、この組合の財務の処理を行い、決算

　　 　　　　　関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。
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